
               

 

 

 

 

 

 

 

 

三条市教育委員会

科学教育の推進を図るまちやま理科学習

上空からの三条市

いじめ見逃しゼロスクール集会 
小中学生の話合い

三条鍛冶道場での和釘づくり学習

 三条キャリア教育バンク成果報告会

令和８年度 

　　　三条市学校教育プラン 

 



【重点】異学年交流と地域をフィールドとした教育活動の充実(P.２)

【重点】小中一貫カリキュラム「キャリア教育編」の活用(P.６)

【重点】｢三条キャリア教育バンク」の活用による事業者と学校とのニーズのマッチング（P.７）

【重点】解決場面における「対話のある学び」の推進(P.11)

【重点】個別最適な学習の提供(P.12)

【新規・重点】教育センターからのAIドリルを活用した課題の一斉配信(P.13)

【重点】重点教科研修　(P.15)

【重点】重点学園から学ぶ防災教育研修　(P.15)

【重点】全校体制での年間を見通した学級づくり(P.17)

【重点】校内教育支援センター(Special Support Room)の整備(P.19)

【重点】「個別の教育支援計画」「個別の指導計画」の作成と活用(P.22)

【重点】校内委員会の充実と活用(P.23)

【重点】新潟県小中学校等統合型校務支援システムの活用(P.24)

令和８年度　重点、新規、改訂、拡充事項

１　三条市の小中一貫教育(P.１)                                                                           

２　三条市の特色を生かしたキャリア教育の充実(P.６)

３　確かな学力の育成（P.10）

４　教職員を支える三条市教育センター研修（P.15)

５　全校体制で取り組む温かい人間関係の構築（P.17)

６　不登校・いじめ対策（P.19)

【重点】子どもたちを対象としたアンケートと教育相談の実施（P.19）

７　一人一人の教育的ニーズに応じた特別支援教育の充実（P.22)

８　学校教育を支える基盤の維持、強化（P.24)

【新規】三条市児童発達支援センター(P.26)

９　地域の学びの場の充実（P.27)

【目指す子ども像】　「ふるさと三条」を愛し、誇りに思う子ども　

　     学ぶ意欲を高め、夢や希望に　　

　　　 　向かって努力する子ども
知 　    　自分を大切にし、

　    　  人を思いやる子ども
徳 　　 　たくましく、

　　 　  健やかに生きる子ども
体

【学校教育の目標】

子ども自らが未来を拓くための生きる力（「確かな学力」「豊かな心・個性」「健やかな身体」）を育む

☆学校に関する表記について

「小学校」「小学生」・・・義務教育学校前期課程を含む

「中学校」「中学生」・・・義務教育学校後期課程を含む
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　三条市では、学習指導要領に基

づき、義務教育９年間を連続した

期間と捉えたカリキュラムを軸と

して、地域の特色を生かした教育

課程を編成しています。 

義務教育９年間を「基礎充実

期」(小１～小４)、「活用期」(小

５～中１)、「伸長期」(中２･３)

に区分し、発達段階に応じて指導

内容を明確にして日々の学習・生

活指導に取り組んでいます。　 

令和２年度からコミュニティ・

スクールを市内全校で導入し、小

中一貫教育との両輪で地域とともにある学園・学校づくりを行っています。学校運営協議

会に加えて、学園にも運営協議会を設置していることは三条市の特色です。９年間で育む

「目指す子ども像」を中学校区（以下、学園）のグランドデザインで共有し、学校、保護

者、地域が一体となって教育活動を推進しています。 

 

小中一貫教育のねらい 
 

 

学園ごとに、「小中一貫教育カリキュラムの活用」「異学年交流」「乗り入れ授業などの

教職員の交流・連携」など、小学校と中学校が協働して系統的・継続的に教育活動を行

い、教育効果を高めています。 

 １　たくましく、すこやかに生きる力の育成 

　　三条市の豊かな教育資源を生かして、子どもたちの体験活動や地域ぐるみ

の健全育成を更に充実させ、異学年交流などの教育活動の工夫と実践を通し

て、自分を大切にし、人を思いやる心や人とかかわる力など、たくましく生き

る力を育みます。 

２　心身の発達を考慮した見通しのある連続性の確保 

　　小学校と中学校がより連携しやすい環境をつくり、小中学校９年間の心身

の発達を考慮した連続する教育課程を編成し、見通しのある教育を推進して

いきます。 

３　学園で一体となった教育環境づくり 

　　　小中学校間の連携・交流を深めるとともに、地域と一体となった、よりよい

教育環境を整備することにより次代を担う児童生徒の豊かな心、確かな学力、

健やかな身体を育む学園・学校づくりを進めます。

１　三条市の小中一貫教育

小中一貫教育のねらい 三条市小中一貫教育 
ホームページ　☞

学習指導要領に基づき、義務教育９年間を通して、学力向上・生徒指導等の充実に努めます。

異学年交流・小中学校教職員の相互乗り入れによる授業を実施します。

小１ 小２ 小３ 小４

基礎充実期

小５ 小６
中１

（７年）
活用期

中２
（８年）

中３
（９年）

伸長期

小１～小４ 小５ 小６ 中１
（７年）

中２・３

（８・９年）

学級担任制 教科担任制一部教科担任制

学習規律や基礎的・基本
的な内容を着実に身に付
けさせ、習熟を図ることを
重視する期間

身に付けたことを活用
して、自ら課題を見付
け、解決を図ろうとする
態度を育成することを
重視する期間

これまで身に付け
たことや自分のよさ
を更に伸ばし、活か
しながら、社会に関
わろうとする態度を
育成することを重視
する期間

「小中一貫教育カリキュラムの活用」「異学年交流」（小小交流、小中交流含む） 
「乗り入れ授業などの教職員の交流・連携」の実施
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　学園ごとに作成する小中一貫教育カリキュラムは、各教科・領域における学園の子ども

の実態や指導の重点等をまとめた「指導の構想」と、小中学校の単元等のつながりを視覚

化した「学びの系統表」で構成されています。 

各学園・学校では、各教科等における単元の系統性

を踏まえた学習内容や学習方法の連続性を確認して授

業づくりを行い、地域資源の活用の視点も盛り込みな

がら９年間のつながりを意識した学習指導を推進しま

す。また、毎年、各学園の教職員で内容を見直すこと

で、カリキュラムを自学園化しています。 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

現在、少子化の影響で、集団の中で多様な考えに触れたり、切磋琢磨したりする機会の

減少や人間関係の固定化などが懸念されています。そこで、「異学年交流」と「地域をフ

ィールドとした教育活動」の充実に重点的に取り組みます。多様な他者と関わる機会を計

画的に設定し、子どもたちの自己肯定感・自己有用感の向上と社会性の育成を図ります。 

○　異学年交流の活性化 

各学園で９年間を見通し、校内での縦割り班活動や異学年で取り組む活動に加え、小

中学校の枠を超えた異学年交流を計画的に行います。異学年交流を通して、下級生の上

級生に対する「憧れ」意識と、上級生が下級生の役に立っていることから得られる「自

己有用感」を醸成します。上級生は、下級生に教えることを通して、自らの学び直しに

もつながります。また、複数の小学校がある学園においては、小小交流（小学校同士の

交流）を推進し、活動を通してお互いを知り合い、円滑な中学校入学につなげます。 

○　地域をフィールドとした教育活動の充実 

　　子どもたちが暮らす「地域コミュニティ」と職業という視点からの「事業者・企業と

連携した活動」の２つのフィールドにおいて、９年間の発達段階に応じた体験活動を組

織し、活動の中で子どもたちに実社会とのつながりを実感させていきます。地域での交

四つ葉学園　指導の構想「国語」

９つの学園

小中一貫教育カリキュラム

異学年交流と地域をフィールドとした教育活動の充実 【重点】
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流や企業等での職場見学・体験等を通して、子どもたちの人間関係形成・社会形成能

力、自己理解・自己管理能力、キャリアプランニング能力等を高め、自己の個性を理解

した上で主体的に進路選択や社会参画できる能力や態度を育みます。 
 

 

　学校運営協議会を設置した学校をコミュニティ・スクール（以下、CS）といいます。学

校運営協議会は、学校と地域住民や保護者等が学校運営の基本方針の承認や様々な課題の

共有を図るとともに、学校運営への必要な支援等について協議する場です。 

令和２年度から学校評議員から学校運営協議会に変更しました。学園の運営に対して地

域からの参画の推進と学園と地域との連携強化を図るため、各校に加えて学園ごとにも運

営協議会を設置しています。 

１　「学校評議員」と「学校運営協議会」の比較 

　　学校運営協議会委員は、校長の求めに応じて意見を述べるだけではなく、一定の権限 

と責任をもって合議体として学校運営そのものに意見を述べることができます。つまり、 

CS は地域や保護者の代表の意見を学校運営に直接取り入れることができる仕組みです。 

２　CS ディレクターの活用 

　　学校運営協議会と学園運営協議会にそれぞれ CS ディレクターを任命し、会議の運営補 

助や、学校間、関係者との連絡や調整など運営協議会に関わる業務を担っていただいて 

います。CS ディレクターを対象に年２回研修を実施しています。 

＜研修の内容＞ 

・学校と地域が一体となって子どもたちの成長を支える環境を作り上げるために、効 

果的なコミュニケーション方法や協働の方法を学びます。 

・子どもたちが実社会での経験を積む機会を増やすために、地域のリソースを効果的 

に活用する方法を学びます。 

　　・各学園や学校の取組の成果と課題について情報交換し、自学園の取組に生かします。 

　　今後、CS と地域学校協働活動との一体的な推進に向けて、地域学校協働活動推進員 

（コーディネーター）の委嘱を進めていく必要があります。 

３　学園運営協議会の在り方 

　○第１回…学園長から学園のグランドデザインを基に学園運営方針について説明、委員

からの承認。 

○第２回以降…基本方針の実行に向けた具体的な取組や、学園・学校運営に関する諸問

題についての協議。 

 学校評議員 学校運営協議会

 
性格

校長の求めに応じ、学校運営に関

し意見を述べる。

校長及び教育委員会が行う学校運営や教職員人

事に一定の権限をもって関与する合議制の機関

 任命等 校長の推薦により、設置者が委嘱 設置者が定める規則に基づいて設置者が任命

 

任務

校長の求めに応じ、個人として意

見を述べる。（学校運営に関して何

らかの拘束力や制約のある決定な

どを行うものではない。）

校長及び教育委員会が行う学校運営や教職員人

事について関与する。 
例）校長が作成する学校運営の基本的な方針につ 
いて承認

コミュニティ・スクールの更なる充実に向けて
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○最終回…活動の評価と改善点の確認。新たな課題や問題点について議論。地域住民や

保護者からの意見を取り入れ。1年間の活動を総括、次年度への課題と目標を設定。 

　※学園運営や運営協議会の記録等は、「学園小中一貫教育たより」等で情報発信。 

勤務時間内に学園運営協議会を実施する学園が増えています。授業参観や激励会など

と併せて開かれています。委員の皆さんから学校運営に関わる意見をもらうためにも、

子どもたちの学校での様子を参観していただきます。学校行事だけでなく、授業や話合

いの場面など、子どもたちがどんな意見を持ち、どんなことを考えているのか、子ども

たちの普段の姿を発信していきます。 

さらに、子どもたちを入れたワークショップを行う学園も増えています。参加した子

どもからは、以下のような感想が聞かれました。CS の取組が子どもたちの心に良い影響

を与え、地域社会とのつながりを強化していることが分かります。 

　　 

 

 

 

 

 

 

 

 

　　平成 25 年度から、児童生徒（小学５年生～中学３年生）、保護者、教職員の小中一貫

教育に関する意識や現状を把握してきました。平成 30 年度からは、市共通のアンケート

項目を３つに絞り、各校の学校評価等に取り入れて実施しています。 

(1)　アンケートの目的 

①　学園（学校）として 

・小中一貫教育に係る取組の成果と課題を検証し、その改善を図る継続的な検証改善

サイクルを確立します。 

・アンケート結果の分析は、前年度の結果との比較分析も行い、成果と課題を明らか 

にします。 

 子どもの感想 効果

 「地域の人が自分たち

のことをこんなに考え

てくれていることがう

れしい。地域に恩返し

がしたいと思った」

感謝と共感…地域の人々が自分たちのことを真剣に考え、支援してく

れていることへの感謝の気持ちと、子どもたちが地域社会への共感

を育むことができます。 
奉仕の精神…恩返しの気持ちが芽生えることは、子どもたちが地域社

会に対して貢献しようとする積極的な態度につながります。

 
「地域にもっと自分た

ちから関わっていきた

い」

主体性…自ら地域に関わりたいという子どもたちの主体性を高め、自

発的な行動を促進します。子どもたちが自立した社会の一員として

成長することが期待されます。 
社会的責任感…地域活動に積極的に関わることで、子どもたちの社会

的責任感を育み、持続可能な社会への意識を高めます。

子どもたちとのワークショップの様子

小中一貫教育の点検・評価の実施



5 

・アンケート結果の分析、検証の結果から見られる課題等を踏まえて、年度ごとの小 

中一貫教育推進計画や学園における小中一貫教育カリキュラム等の改善に向けた取 

組を行います。 

・学園小中一貫教育たより、ＰＴＡ総会や学年ＰＴＡなどの機会を利用して、学園で

の取組を紹介し、成果を子どもたちの姿で伝えます。 

　　②　三条市として 

三条市小中一貫教育推進委員会を実施しています。アンケート結果を基に、小中 

一貫教育の実施体制及び実施方策に関すること、小中一貫教育の実施に係る点検及 

び評価に関して協議しています。 

(2) 対象別アンケート内容 

評価項目：学園内の仲間とのつながり～安心感(小)、自己有用感・自己肯定感(中)～ 

評価項目：つながりを意識した授業の実施～９年間を見通した学習支援～ 

評価項目：地域とのつながり～故郷への愛着～ 

 

 

 

 小学生
あなたは、他の学校の小学生や中学生と一緒に活動することで、中学校生活 

への不安が少なくなりましたか。

 中学生
あなたは、他の学年や小学校の人たちと活動することで、自分が役に立って

いると感じることがありましたか。

 保護者
あなたのお子さんの学園では、学年（または学校）を越えた交流活動が行わ

れていることを知っていましたか。

 教職員
あなたの学園では、交流活動のねらいを踏まえ、互いに認め合ったり、感謝

し合ったりする場を設定して（働きかけて）いますか。

 小学生 あなたは、授業を楽しいと感じ、進んで勉強していますか。

 中学生 あなたは、授業に興味を持ち、意欲的に取り組んでいますか。

 保護者
あなたのお子さんの学園では、９年間の学習内容のつながりを考えた授業が

行われていることを知っていましたか。

 教職員 あなたは、９年間の学習のつながりを意識して授業を行っていますか。

 小学生
中学生

あなたは今年、地域の人と一緒に行う活動に積極的に参加していますか。

 
保護者

あなたのお子さんの学園（学校）では、地域の人、自然、産業、歴史や伝統な
どとふれあう活動を通して地域を愛する子どもを育てようとしていることを知
っていましたか。

 教職員
あなたの学園では、保護者や地域の人たちと一緒に活動する機会に、その活

動のねらいや目的について子どもたちに伝えていますか。

 時期 研修 内容 対象

 ４月 小中一貫教育基礎研修 小中一貫教育について 新採用及び転入教職員

 ４月 小中一貫教育教育長講話 小中一貫教育に込められた願い 校長・推進リーダー

 ４月 教頭会での小中一貫教育講話 小中一貫教育に込められた願い 教頭

 ５月 小中一貫教育マネジメント研修 今年度の小中一貫教育について コーディネーター

 ５月 コミュニティ・スクール研修 ｺﾐｭﾆﾃｨ･ｽｸｰﾙの推進について 校長

 ６月 ＣＳディレクター等研修① ｺﾐｭﾆﾃｨ･ｽｸｰﾙの推進について ＣＳディレクター、ＣＳ委員

 １月 ＣＳディレクター等研修② ｺﾐｭﾆﾃｨ･ｽｸｰﾙの推進について ＣＳディレクター、ＣＳ委員

小中一貫教育とコミュニティ・スクールを推進する研修
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　三条市では、キャリア教育を「自分と実社会とのつながりを実感し、未来を切り拓く学

び」と捉え、子どもたちの社会的・職業的自立に必要な能力や態度を育みます。特に、子

どもたちが暮らす「地域コミュニティ」と「事業者・企業と連携した活動」の２つのフィ

ールドにおいて、これまで以上に豊かな体験活動を充実させます。このことで、社会に開

かれた教育課程の実現を図っていきます。 
キャリア教育を通じて目指す３つの子どもの姿 

　この３つの子どもの姿を具現するため、小中９年間の３つの「期」ごとに分け、それぞ

れの期で育みたい資質・能力等を次のとおり整理しました。 

（表内の は、相関関係にあることを表す） 

これらの資質・能力等を育むために、地域ぐるみで豊かな体験活動を創り出します。 

そして、主に次の４つの取組を通して、三条市の特色を生かしたキャリア教育の充実を

図ります。 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【重点】 

○小中一貫教育カリキュラム「キャリア教育編」（以下「カリキュラム」）の構成 

　　「指導の構想」は、キャリア教育で目指す子どもの姿を具現するために、３つの期ご

とに育みたい資質・能力を明記しています。そして、各教育活動と、「地域コミュニティ」

「事業者・企業と連携した活動」の２つのフィールドとのつながりを強化するものとし

て、「学園・学校運営協議会（コミュニティ・スクール）」と「三条キャリア教育バンク」

を位置付けています。また、各学園の「学びの系統表」は、各学園のキャリア教育に関

わる教育活動が一目で分かるようになっています。各学園・学校で資質・能力等の育成

に向けて、９年間においてどの学年で、どの活動を行っているかを確認することができ

ます。毎年度見直すことで、更なるブラッシュアップしていきます。　 

○学園の実態に応じたカリキュラムの活用　 

　各学園・学校では、毎年度、次のようにカリキュラムを活用することで、学園ごとの

実態に応じて、地域の特色を生かしたキャリア教育を推進します。 

 

        

 「よさ」を語れる　　　対象として 

「強み」を生かせる　　　 自分、仲間、自校・自学園、地域コミュニティ、 
「共に」やり抜ける　　 　ふるさと三条、産業や伝統、多様な他者 　　等を想定

 基礎充実期（小１～小４） 活用期（小５～中１） 伸長期（中２・３）

 社会的自立に向けて 職業的自立に向けて 社会的自立に向けて 職業的自立に向けて 社会的自立に向けて 職業的自立に向けて

 協調性　 
自己肯定感 
人の温かさを実感

課題を見付ける力　

役割を理解する力 
目標を持とうとする態度

他者理解　 
自分らしさの認識 
協働の大切さを体感

計画実行力　 
自己決定する力 
働くことの意義を理解

社会参画する態度 
柔軟性 
自己有用感

新たな価値の創造 
将来設計力 
問題解決力

 学園の目指す子ども像と重視

する資質・能力等を「指導の

構想」に明記 
（第１回推進会議等で）

各学校による地域

をフィールドとし

た体験活動の実施

教職員の協働による「指導の構

想」を基にした「学びの系統表」

のブラッシュアップ 
（第２回推進会議等で）

各学校による地域

をフィールドとし

た体験活動の実施

今年度の取組の反省

と次年度へ改善点等

の洗い出し 
（第３回推進会議等で）

２　三条市の特色を生かしたキャリア教育の充実 

小中一貫教育カリキュラム「キャリア教育編」の活用

４・５月 １学期 ７・８月 ２・３学期 １・２月
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「地域ぐるみで子どもを育む　すべてはふるさとの未来のために」を合い言葉に、

「三条キャリア教育バンク」（以下、バンク」）を令和７年１月に開設し、地元の事業者

から登録していただいています。（登録事業者紹介 HP は下記二次元コードから御確認ください） 

「ものづくり体験をさせたい」「仕事の魅力を知ってほしい」という事業者のニーズ

と「児童生徒の多様なニーズに応じた教育活動を展開したい」という学校側のニーズを

マッチングし、年間 200 件以上の体験活動をつくり出しています。事業者・企業と連携

した体験活動の展開を通して、ふるさと三条の未来を担う人材を地域ぐるみで育む一翼

を担っています。 

　なお、御登録いただいた事業者には、登録通知書と登

録証（マーク）を発行します。三条市立学校のキャリア

教育推進に寄与しているとともに、教育ＣＳＲ※１の取組

を実施している事業者であることが一目で分かるように

しています。 

　また、登録事業者を含めた学校外の方と協力して教育

活動を進める際のハンドブックも市教委で作成し、全市

立学校で活用できるようにしています。 

　バンク活用の 1年間の流れは下図のとおりです。 

今後は、地元の事業者からの学校に向けた活動提案も

取り入れたり、学校側のニーズを事業者に伝えたりする

ことにより、新たな付加価値を生み出していきます。 

※１　学校への講師派遣や教材の開発・提供、施設見学、職場体験プログラムなどの企業が社会の一員として教育活動に貢献する活動 

 
　＜バンク活用の 1年間の流れ＞ 

 １学期 

　  ～

夏休み

４月 ５月 ５～８月 ８月

  
●市教委から各学校担当者に

向けて活用方法や留意点等

について説明【中旬】 
 

●各学校の８月までのマッチ

ング希望について、市教委

が調整【中旬～５月】

 
●各事業者からのマッチング

結果を市教委から各学校へ

送付【中旬】 
 

●各学校からマッチング成立

の事業者へ連絡し、活動に

向けた調整開始【～下旬】

 
●各学校と事業者間の

事前調整を行い、体

験活動を実施 
●活動後は簡単な振返

りアンケートへの協

力を依頼

 
●各学校の９月～翌年２月ま

でのマッチング希望につい

て、市教委が調整【～下旬】

 ２学期 

　  ～

３学期

９月 ９～２月 12～１月 ２月

  
●各事業者からのマッチング

結果を市教委から各学校へ

送付【～中旬】 
 

●各学校からマッチング成立

の事業者へ連絡し、活動に

向けた調整開始【～下旬】

 
●各学校と事業者間の

事前調整を行い、体

験活動を実施 
●活動後は簡単な振返

りアンケートへの協

力を依頼

 
●全学校と事業者向けに、今

年度のバンク活用に関する

アンケートを実施【12 月】 
 

●各学校が次年度の年間予定

で確定しておきたいマッチ

ングを調整【～１月中旬】

 
●市教委主催の今年度のバン

ク活用実績や成果と課題を

未登録事業者も含めて、広

く報告・紹介 
●対面・オンライン・オンデマ

ンドのハイブリッド開催 
●バンク活用のより良い方向

性や将来性について共有

【重点】

登録事業者紹介 
HP 二次元コード

「三条キャリア教育バンク」の活用による事業者と学校とのニーズのマッチング

三条キャリア教育バンク 
活用ハンドブック

登録証（マーク）
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7.13、7.29 豪雨災害の教訓を受けてプログラム化された「新潟県防災教育プログラム

【洪水災害編】」は、7.13 水害の事例や資料、さらに三条市立学校での授業実践を基にして

構成されています。 

三条市立学校では、この教訓と当時の人々の思いを受け継ぎ、防災教育事業を強化して

います。児童生徒の「自ら危険を回避する能力と姿勢」を培い、災害においても発揮でき

る「生き抜く力」を育むために、主に次の３つの取組を推進しています。 

 
○防災教育授業実践等 

各学校において、新潟県防災教育 

プログラムを参考に自校の立地条件 

等を考慮して指導案を工夫し、防災 

教育授業（洪水、地震、津波、土砂、 

雪、原子力災害のカテゴリー）の実 

践に努めています。また、地域と協 
働で防災避難訓練を実施している学園もあります。 

 
○防災教育授業研修  

「自分の命を自分で守る姿勢」を育むための教員の指導力の 

向上を図ることを目的に、毎年重点学園を決めて、公開授業や 

専門家の講演から学び合います。 

 

（過去２年間の研修と今年度の予定） 

 
○水害対応総合防災訓練での自主的な活動 

　　三条市行政課が毎年実施している水害対応総合防災訓練で 

は、中学生ボランティアが活躍しています。 

各学園の地域コミュニティの一員として、「いざ」という 

時に自分ができることを、体験を通して学んでいます。 

※令和８年度は６月 21 日（日）に実施予定 

 年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度

 重点学園 三条おおじま学園 さかえ学園 しただの郷学園

 主な 
研修 
内容

学園研修 
令和６年７月 19 日（金） 
会場：大島中学校 
授業内容：災害時に自分たちにできること 
指導者：金井　昌信 教授 
市立全学校対象研修 
令和６年 11月 13 日（水） 
会場：大島小学校 
授業内容：防災クロスロード 
指導者：NPO 法人ふるさと未来創造堂　

中野　雅嗣　様

学園研修 
令和７年７月８日（火） 
会場：栄中学校 
授業内容：地震災害における被害を考え、中学生としてできること 
指導者：金井　昌信 教授 
市立全学校対象研修 
令和７年 10月 24 日（金） 
会場：栄北小学校 
授業内容：My 避難計画を立てよう～水害から命を守る～ 
指導者：NPO 法人ふるさと未来創造堂　

中野　雅嗣　様

市立全学校対象研修 
令和８年６月 30 日（火） 
会場：下田中学校 
指導者：金井　昌信 教授 
※令和８年度は、しただの

郷学園小学校統合準備等

のため、学園で１回の授

業公開とする

「生き抜く力を育む」防災教育

地域を巡る防災さんぽ 
（四つ葉学園）

防災授業（さかえ学園）

ボランティアで参加する中学生 
（三条嵐南学園）

専門家による講演（さかえ学園）
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金物の町三条の原点であるものづくりに対する

興味・関心を高め、その楽しさやすばらしさを実感

できるようにします。また、三条の「ひと」や「も

の」との触れ合いを通して、「ものづくりのまち三

条」のよさを知り、ふるさと三条を愛し、誇りに思

う子どもを育みます。 

＜小学校＞ 

「和釘づくり学習」　 

三条鍛冶道場を会場に、三条金物の講話と、火 

床（ほど）に材料の鉄を入れ、真っ赤になった鉄 

を金づちで形を整える「階折釘(かいおれくぎ)づくり」を体験します。 

「小刀学習」　 

各学校で、小刀の基本的な使い方を学習し、「竹とんぼづくり」「竹箸づくり」「鉛 

筆削り」から一つを選択して体験します。 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

＜中学校＞ 

「包丁研ぎ学習」　　 
実際に砥石を使い、切れ味がよくなるよう包丁研ぎを体験します。使った砥石は持 

ち帰り、家庭でも活用します。 
「木工用工具学習」　 

三条市建築組合の指導で、一流の職人技に触れ、鋸での縦挽き・横挽きや鉋での削

り作業を通して、工具について学びます。 
 
 
 

 
 
 

 

和釘づくり学習

包丁研ぎ学習

「鋸（のこぎり）」

木工用工具学習

「鉋（かんな）」

鉛筆削り

三条ものづくり教育　※令和７年度から名称変更

竹とんぼづくり 竹箸づくり

小刀学習
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　三条市では、主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善を行う上で、子どもの

問題意識を大切にしています。また、学園で一貫した学習指導を進めるために、令和２年

３月に授業づくりのガイドブックとして「授業スタンダード」を作成しました。その後、

市内の先生方との対話を基に改定してきた第３版までの内容をまとめて、令和５年に「三

条市授業スタンダード 総編集版」を発行しました。小中学校の教員間で授業イメージと子

どもの見取り方、指導法を共有することで、子どもたちが９年間一貫した学習指導のもと

で安心して学習できるようにしています。 

　GIGA スクール構想の下で、デジタルとアナログのそれぞれのメリットを生かし、個別最

適な学びと協働的な学びの一体的な充実を図っています。 

さらに、科学教育センターや三条鍛冶道場などにおいて、三条市独自の体験活動を実施

しています。実体験による驚きや感動、対面での人との関わりを大切にしながら、子ども

たちの興味や関心を高め、豊かな感性を育み、子どもたちの確かな学力育成の素地を築い

ています。 

 

 

 

　「三条市授業スタンダード」は、「人が学ぶとはど

ういうことか」を改めて問いながら、授業づくりの

ポイントを大きく５つに整理してまとめました。 

 

 

 

 

  

特に、ポイント２の「学習問題◎」において、子

どもの問題意識を顕在化させ、その解決を中核とし

た授業を大切にしています。問題意識を子どもと教

師で共有した上で「学習問題◎」を設定します。 

問題意識の持ち方は、次の２つがあります。 

・課題やその解決の方法、結果に対して、教師が

問い掛けたこと（発問）を 子どもが「言われて

みるとそうだな」「考えてみる必要があるな」

「やってみる価値があるな」と意味をもって受

け入れる形で共有される場合 

・子どもが自ら「～についてはどうなのだろう？」

と問題提起したり、「～はちがうのではないか？」と異議や反論を唱えたりしたことが

共有される場合 

他のポイントについては、各学校に配布してある「三条市授業スタンダード 総編集版」

を御確認ください。 

３　確かな学力の育成

三条市授業スタンダード

ポイント１　「スタート・ラーニング」 
ポイント２　「学習問題◎」 
ポイント３　「対話」（特に解決活動） 
ポイント４　「まとめ」 
ポイント５　「振り返り」

授業開始

３分程度

導入

展開

終末

授業開始の定時に子どもが取り組む学習

学習問題◎を解決して

明らかになったこと

成長したことや成長に必要なことを自覚

しそれらを次につなげようとすること

教師がねらいをもって提示する課題

学習問題◎に対して解決の方法や

道筋を方向付けること

子どもの問題意識を基に表現され

学級で共有された問題

問題意識の顕在化

子ども同士が対話を活発に行いながら

学級で学習問題◎の解決を図ること
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「三条市授業スタンダード」は、問題解決型の授業を行うためのモデルです。教科等に

応じて柔軟に用いること、各教科等における自らの実践と省察を通して、５つのポイント

のねらいを子どもの姿と照らして理解することが大切です。型に沿って授業を流すのでは

なく、「子どもが主体的に取り組み、考え続けているか」「目標が適切に設定され、達成さ

れているか」等、授業をモニターし、子どもとともに授業をつくることを重視しています。 

 

 

令和８年度は、授業の中で子どもの対話場面の充実を図ります。図のラーニング・ピラ

ミッドにあるように、他の人に教えたり、意見や考えを伝えたりすることで学習定着率は

高まるといわれています。三条市では、授業の中で子どものインプットとアウトプットの

割合は３：７を目指します。 

特に、子どものアウトプットの場面を意図的に組織

し、子どもたちの対話のある学びを具現します。子ど

もたちは対話を通して知識を相互に関連付けてより

深く理解したり、情報を精査して考えを形成したり、

解決策を考えたり、思いや考えを基に創造したりする

など深い学びを実現します。 

そのためには、対話する必然性があるような発問や 

活動を仕組むなど教師の指導性を発揮する必要があり 

ます。また、授業終末の振り返りの場面でも、子どもが授業で獲得した知識等を交流し、

整理させながら言語化することにより、学級全体で対話的に知識の精緻化を図ることにつ

ながります。 

 

 

 

○デジタルとアナログのそれぞれのメリットを生かした授業づくり 

GIGA スクール構想の下、デジタル導入期を終えました。これからは、アナログで行って

いた授業をただデジタルで行うのではなく、しっかりとデジタルで行う必要性を担保して

いくことが大切です。ICT 使用が目的化しないようにします。デジタルとアナログのそれ

ぞれのメリットを生かした授業を行います。 

＜ICT 使用が目的化してしまった授業の例＞ 

※学習目標を明確にしてデジタルとアナログのどちらが最適かを判断します。デジタルとアナロ 

グのバランスを意識し、子どもが主体的に学び、深い理解を得られる授業を目指します。 

 動画視聴のみ ・教師の解説なしに子どもがただ動画を見るだけの授業

 クイズ形式アプリのみ ・深い理解を求めず、表面的な知識を確認するだけの授業

 教材の一方的な配信 ・教員がデジタル教材を一方的に配信するだけの授業

 
カード等の入力のみ

・個々の考えは提出させるが、子ども同士や教員とのやり取りがほと
んどない授業

 定型的な 
スライドショー

・単にスライドを表示して説明するだけで、深い理解や応用の機会が
ない授業

 
実践活動の欠如

・実験やフィールドワークなどの実践的な活動がなく、デジタル資料
だけに頼る授業

デジタルの有効活用

解決場面における「対話のある学び」の推進 【重点】

ラーニング・ピラミッド　学習定着率
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大型モニターやスクリーンのみを使用する場合の子どもの認知負荷への影響 

授業中に画面が何回も切り替わるために、子どもは学習履歴を確認できません。理解

に時間を必要とする子どもには認知負荷が大きくなります。 

 

大型モニターと黒板の併用が有効 

大型モニターのメリット…画面上で電子教材を大きく表示し 

　　たり、子どもの考えを可視化して意見を共有したり、焦点化したりする上で有効 

黒板のメリット…板書を構造化することで、１単位時間の学習履歴を確認でき、子ど 

　もが授業を振り返る上で有効              

○　ミライシード「オクリンクプラス」の活用 

デジタルの活用によって、教員も子どもも互いの考えをリアルタイムで共有すること

が可能となりました。他者参照や双方向のコミュニケーションを通じて、子どもの学習

状況や反応をより早く、正確に把握することができます。 
授業支援ソフト「オクリンクプラス」は、個人思考と協働作業の自由な行き

来が可能で、子ども同士が対話しながら主体的に学んでいく上で有効です。 
・個人の考えをすぐに複数人に共有でき、 
コメントやスタンプで相互にリアクショ 
ンを取り合いながら、協働で意見を練り 
上げることができます。多くの意見に触 
れながらお互いの考えを磨き上げ、より深い学びと気付きを得ることができます。 

・「キーワード集計」「選択肢集計」「ピン集計」の機能を搭載しています。提出された

ものの傾向や多い意見を子ども自身で集計したり、グラフ化したりできます。 
・クラス全員の提出物を一覧で管理できます。提出状況の把握や再提出管理も一目瞭然

です。一覧チェックで、コメントやスタンプを提出物に一括で追加できます。個別の

添削や手書きの丸付けも可能です。 
　　※授業での活用について、ICT 支援員がサポートします。 

 

 

○　「まるぐランド」による読み書きスキルの向上　対象…児童 

　　　子どもの読み書きの困り感の背景と認知特性を把握し、個々の特性に合わせた学び

方を提供します。チェックテストの結果を基に、AI による個別レッスンと支援策を自

動提案します。子どもが楽しみながらレッスンに取り組むことで、読み書きスキルの

向上とともに、学習意欲や自己肯定感の向上にもつながります。まるぐランドにより、

通常学級におけるインクルーシブで個別最適な学びを実現し、知識経験に依存しすぎ

ない質の高い学習支援を行うことができます。 
 

・年２回(６月と 11月)のチェックテスト 
を実施し、結果を基に子どもの現状と 
変化を把握し、指導に生かします。 

・各学校で、週１～２回（１回７分程度）、 
計 15分以上のレッスンを行えるように、 
朝学習等に時間を設定するなど全校体制 
で計画的に運用します。　　　　　　　　　 

 

個別最適な学習の提供

【
活
用
方
法
】

【重点】
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【重点】

・指導主事による特別支援教育訪問において、まるぐランドのチェックテストの結

果を活用しています。WISC の検査結果との相関を確認した上で、まるぐランドの

有効活用について学級担任に説明し、児童の支援に役立てています。 

○　AI ドリル「ドリルパーク」の活用 

子どもたちは、教師から配信された課題や AI による理解度

に応じた問題の提供、更には前学年や他学年の問題など自由

に選択できます。一人一人の学習進度や理解度に合わせて学

習内容を調整でき、家庭学習の充実につながります。基礎的

な内容から高校入試レベルの問題まで挑戦できます。 

 

〇　ＣＢＴ「テストパーク」の活用による学力向上支援 

　　　教科書の主要単元の確認テストを収録したＣＢＴシステム 

「テストパーク」は、出題範囲を評価観点別に学力を測定す 

る問題を登載しています。単元の評価課題としてだけでなく、 

長期休業明けや定期テスト前の確認問題としても活用できま 

す。結果は即時フィードバック可能のため、教職員のテスト 

における負荷軽減とともに、子どものテスト後の復習効果の最大化を図り、学力向上

につなげます。 

　　　令和８年４月時点で利用できる学年・教科は次のとおりで、順次拡大されていく予

定です。 

※２学期分は８月、３学期分は１２月に拡大予定です 

 

 

 

〇目的　・ＡＩドリルを活用した課題の一斉配信により、家庭での学習習慣の定着を図り

ます。 

・補充的・発展的課題に取り組むことで、学力の向上を図ります。 

〇取組期間　６～２月の９か月間の週末に配信（月２～３回） 

○配信方法　・教育センター職員が AI ドリル「ドリルパーク」の配信機能を活用し、対象

学年の児童生徒のクロムブックに一斉配信します。 

 

 
国語 算数・数学 理科 社会 英語

 小４～小６ 
義４～義６

〇 〇 〇 〇

 
中１・義７

１学期分 
のみ

〇
１学期分 
のみ

１学期分 
のみ

１学期分 
のみ

 
中２・義８

１学期分 
のみ

〇 〇 〇 〇

 
中３・義９

１学期分 
のみ

〇
１学期分 
のみ

１学期分 
のみ

１学期分 
のみ

画　像

教育センターからのＡＩドリルを活用した課題の一斉配信　三条独自の取組
【新規】
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・教育センター職員が対象児童生徒に向けて、「ドリルパーク」に週休日前日の

夕方に配信します。 

○配信対象　市立学校の小５・６年と中１～３年の児童生徒全員 

○配信教科　小５・６年の算数と中１～３年の数学・英語（教科については随時検討） 

○その他　・教育センター職員は、週明けに週末の取組状況を確認 

・学校には、配信開始前（５月末）に、各校へ１年間の配信計画を送付（各学　　　　　

年・教科の週末課題としての積極的活用も推奨）するとともに各月１回程度、

取組状況（活用率や正答率等）のフィードバックを実施 

・取組状況確認を希望する保護者には、配信開始前（５月末）に、専用 tetoru　　

グループに登録してもらい、各月１～２回程度、活用率や正答率、効果的な

活用のポイント等のフィードバックを実施（tetoru 登録は随時受付） 

 

 

 

○　まちやま理科学習              　まちやま理科学習の学年別･単元･内容 

小学３年生から中学３ 
年生を対象に年一回、図 
書館等複合施設まちやま 
内にある科学教育センタ 
ーにて理科授業を行って 
います。 

前半は、サイエンスホ 

ールでの大型実験機器等 

を使ったダイナミックな 

観察、実験を行っていま 

す。演示だけでなく児童 

生徒参加型の場を組織し、 

児童生徒の素朴なイメー 

ジを引き出し、互いの「理科の見方・考え方」の違いに気付いたり、その現象の根本にあ

る規則性（法則性）を学んだりしています。後半は、サイエンスラボで個に応じた観察、

実験や科学工作（ものづくり）に取り組み、児童生徒の理科への興味、関心を高め、一層

の主体的な学びの充実を図っています。 

実体験による驚きや感動！　三条独自の取組

小学５年　風向風速計づくり 中学２年　サイエンスホールでの学習
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　三条市では、小中一貫教育の取組を通して子どもの育ちを支える教職員を支援するため

に、三条市教育センター主催の研修を年間 90 講座程度提供しています。 

小中一貫教育研修は、教職員の教職経験年数等に応じて「基礎研修」「実践研修」「充実

発展研修」の３つに分類されます。「実践研修」は、さらに「学力向上」「豊かな人間関

係」「各種教育」の３つに分かれます。幅広く講座を選択することができ、多様なニーズ

に応えた研修を受講することができます。 

 
 
 

三条市では、毎年標準学力検査（ＮＲＴ）を実施しています。 
その結果等を受けて、毎年度の重点教科を決め、研修を設定し 
ています。令和８年度は、「算数・数学」、「英語・外国語」を 
重点教科とし、授業改善につながる研修を行います。 

 

 

　　過去の豪雨災害を教訓とし、子どもの「自ら危険を回避する 

能力と姿勢」を培い、災害においても発揮できる「生き抜く力」 

を育むために、毎年１つの学園を重点学園として、防災教育授 

業研修会を原則年２回実施しています。 

研修では、防災教育を専門とした外部講師を招き、公開授業 

への講評も踏まえて、専門的で実践的な防災教育の知見を得ら 

れるようにしています。 

特に、市内全教職員向けの授業公開研修では、日々子どもたちの安心・安全を預かる

教職員としての防災意識を高めることができます。 

４　教職員を支える三条市教育センター研修

重点学園から学ぶ防災教育研修

重点学園による防災教育授業研修

重点教科研修

算数・数学授業研修

☜ 三条市教育センター研修一覧

【重点】

【重点】
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授業力向上実践研修（Step１,２研修）は、教員の授業力向上と子 

どもの学力向上を目的として三条市が進める教職員支援の研修シス 

テムです。平成 16 年度のスタート以来、これまでの 23 年間で延べ 

864 名もの教員が受講しました。「目指す授業を実現したい」「子ど 

もの力を高めたい」と願う教員に、担当指導主事がマンツーマンで 

丁寧に指導・支援にあたります。同じ願いをもつ仲間と共に磨き合 

い、高め合いながら、１年間を通して教師力向上を図ります。 

　 

毎年 30 を超える講座を開設し、理科の学習指導に役立つ研修を実施しています。 
理科の授業実践に不安のある教職員、更に理科の指導力を高めたい教職員 

に向けて、主に次の３つの研修を開設しています。 

 

三条学講座は、三条市教育センターによる教職員向けの研修の一つです。全７回シリ

ーズで実施しています。講座を通して、教職員が三条のよさ、すごさを知り、三条の

「ひと」「もの」自然への理解を深めていきます。それを、子どもたちにも伝え、「ふる

さと三条」を愛し、誇りに思う子どもの育成につなげていきます。 

 

 

各校の校内研修や要請に合わせて、指導主事が訪問し、授業改善に向けて支援しま

す。指導案検討、授業参観、授業協議会の指導助言など教職員と打合せをし、きめ細や

かな支援を行います。学校からの要請に応え、何回でも訪問可能です。

 Step１研修　…　日々の授業改善を目的に、若手教員に対して、指導主事が１学期から継続的にマンツーマン指導します！ 

指導案無し訪問アリ！ 実践記録も簡単に！ 特に２・４年目の先生方※１に、三条市で更に力を伸ばしてもらうために！

 Step２研修　…　自己の課題解決を目的に、指導主事が寄り添って仮説検証型で授業実践を行い、教育研究論文にまとめます！　

 単元に応じた研修 

例：小３理科「光を調べよう」

基礎技能・ワンポイント研修会 

例：「薬品の管理と調整/器具の取扱い」

野外研修会 

例：天体観測、地層の観察

 【歴史講座１】 【包丁研ぎ講座】 【和釘づくり講座】 【包丁づくり講座】

  
 
 
 
 
郷土の偉人、諸橋轍次博士　　　　　　包丁研ぎの実習　　　　　　　　　　　階折釘、巻頭釘づくり　　　　ペティナイフ（片刃）づくり

 【自然講座】 【歴史講座２】 【金物の話講座】

  
         
 
 

 
秋の大崎山を訪ねて　　　　　　ものづくりのまち三条のルーツを探る　　　　　 
三条刃物について（講義と実演）          

授業力向上実践研修（Step1,2 研修）

三条学講座

オーダーメイド訪問

科学教育センター主催研修

科学教育センター 
教員研修のページ

（左）三条鍛冶道場のホームページ 
（右）諸橋轍次記念館のホームページ

※１　受講対象者は、原則２～５年目が対象ですが、特に２・４年目の先生方に特化
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　学校生活で子どもたちが最も長い時間を過ごすのは学級です。学級で安心して学習や活

動をするためには、一人一人の考えや立場を理解し認め合える温かい人間関係の構築が大

切です。三条市立学校では、学校生活アンケートを有効に活用しながら、全校体制で年間

を見通した学級づくりに取り組みます。また、全ての教育活動を通して人権教育、同和教

育に取り組み、あらゆる差別のない学校づくりを行います。 
　 

 

○　三条市立学校における学級づくりの１年間の流れ 

○　学級づくりの基本的な考え方 

（1） 温かい人間関係の構築により、一人一人の考えや立場を理解し、認め合える関係性

を築き、安心した環境の中で自分らしさを発揮する中で、自ら学び自ら高めていこう

とする意欲を醸成します。 

（2）　全市共通の質問項目で行う新たな学校生活アンケートの導入※し、学校・学級生活

への意欲や安心感を測り、日々の観察とアンケート結果をもとに、教育相談や校内研

修に繋げます。※令和７年度まで実施していた WEBQU に替えて実施 

（3）　全校体制で学級づくりを支える体制を構築し、担任任せにせず管理職・同僚との情

報共有を密にするなど、年間を通じてチームで学級づくりの取組（PDCA サイクル）を

推進します。 

○　学校生活アンケートの効果的な活用 

令和８年度から三条市では全市共通項目で学校生活アンケートを実施します。児童生徒

はタブレット端末を使って回答します。結果は学校ごとにすぐ確認できることから、いじ

めや不登校等の心配のある児童生徒に対して速やかに教育相談行うことが可能です。また、

５　全校体制で取り組む温かい人間関係の構築　

【重点】全校体制での年間を見通した学級づくり



18 

結果をもとに校内研修等で学級の状態を分析し、具体的な改善策を検討するなど、全校体

制でより良い学級づくりに取り組みます。 

 

○　学級づくりを支える研修 

三条市では、学級経営の具体策を学ぶ「学級づくり研修」を

年３回（４月・８月・１月）行います。希望する学校、学級に

は、指導主事が学級づくりを支援するオーダーメイド訪問を行

います。 
 

 

 

 

○　人権教育、同和教育の確実な実施 

　あらゆる人権差別を許さないため、全ての教育活動の中で、人権教育、同和教育に取り

組みます。 

・全ての学級で年２回以上の人権教育、同和教育授業を実施 

・同和教育副読本「生きる」シリーズを活用した授業の確実な実施 

・人権強調週間の取組 

・全ての学校で年２回以上の職員研修を実施 

・人権教育、同和教育の各種研修会へ積極的な参加 
・現地研修の計画的な実施 

　　（＊学園などで現地研修をする場合、市のバスを活用することができます。） 

 

○　男女共同参画推進プランの遂行 

三条市では、条例に基づき「男女共同参画社会の実現」に向けて「第３次三条市男女共

同参画推進プラン（令和５年度～令和 10 年度）」を策定しています。学校では、その中の

「基本目標１　ジェンダー平等の推進に向けた意識の改革」と「基本目標３　安心して暮

らしやすい地域社会づくり」を受け、次の取組を行います。 
１　ジェンダー平等を尊重する意識を育む人権教育の推進 

２　セクシュアル・ハラスメントの防止 

 

○　ともまち条例の遵守 

　三条市では、障がいを理由とする差別の解消を推進し、共生社会を実現するため「三条

市障がいのある人もない人も共に自分らしく暮らすためのまちづくり条例」（通称：とも

まち条例）を令和５年４月１日に制定しました。学校では、児童生徒一人一人の教育的ニ

ーズに応じた合理的配慮の提供とともに、交流及び共同学習を推進します。

第３次三条市男女共同参画推進プラン 

人権教育、同和教育

各種研修会実施予定 
・県同和教育研究集会 

(8/4 村上市) 
　越佐にんげん学校 

（８月から 10 回程度開催） 
・部落解放新潟県研究大会 

（調整中） 
・いのち・愛・人権展 

(10/29～11/4　十日町市)

学級づくり研修

ともまち条例 
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不登校・いじめ対策は、子どもたちが安心して学ぶことができる環境づくりが重要です。

未然防止・早期対応につなげるため、三条市では、一人一人の心身の健康や学習状況等を

把握し、その状況に応じた支援に力を入れています。学校全体での組織的な指導・支援や

関係機関との連携などの環境づくりを進めています。 

 

 

○　校内教育支援センター(Special Support Room)の整備【重点】 

学校には登校できるけれど教室に入りづらい子どもた

ちの居場所を学校内に確保し、不登校の未然防止や登校復

帰を支援するため、三条市では全ての学校に校内教育支援

センター(SSR)の設置や対応する職員を配置しています。

子どもたちにとって安全・安心な空間であることを第一とし、一人一人に合わせて学習を

支援したり、自己決定できる機会を与えたりしていくことを大切にします。 

○　三条市教育支援センター(ふれあいルーム)の活用 

　学校での悩みや集団生活への不適応、その他いろいろな

事情で登校できない子どもたちのために、三条市教育支援

センター(通称 ふれあいルーム)を開設しています。学習

や運動、行事など様々な体験を通し、心のエネルギーをた

くわえ、子どもたち自身が問題を解決していける力を伸ばす支援を行います。 

これまでは三条地域(旧青少年育成センター内)の 1施設でしたが、令和７年度から栄地

域(児童発達支援センター内)、下田地域（下田庁舎内)に分室を開設しました。 

小学生は保護者による送迎ですが、中学生は自宅から施設まで一定の距離以上であれば

公共交通機関の交通費を補助しています。自宅からの外出が難しい場合には家庭を訪問す

る｢訪問相談｣も実施しています。 

 

 

 

○　子どもたちを対象としたアンケートと教育相談の実施【重点】 

三条市では、令和８年度から「学校生活アンケート」を導入します

（17･18 ページ参照）。本アンケートは毎月実施し、全児童生徒がタブ

レット端末で回答します。学校生活や学級生活に対する意欲や安心感

を即時に把握でき、不登校やいじめの未然防止・早期対応に有効です。 

また、毎日の登校後には「心の健康観察」を行い、日々の SOS を早期に捉えます。アン

ケート結果を踏まえて教育相談を実施し、悩みや困り感に寄り添った支援につなげます。

相談内容は学校で共有し、組織的に対応するとともに、必要に応じて関係機関と連携しま

す。市では、スクールソーシャルワーカー（SSW）や心理相談専門員を配置し、子どもたち

を多面的に支援しています。 

未然防止・早期対応のための取組

全ての子どもたちを学びにつなぐ

６　不登校・いじめ対策

校内教育支援センター(SSR)の様子

ふれあいルームの様子
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○　教育委員会主催の保護者相談会の開催及び校外関係機関との連携 

年２回(６月・11 月)、不登校などの悩みを抱えている保護者のための

相談会を開催しています。学校生活で感じている不安や悩みを聞き、解

決に向けて一緒に考えていきます。また、市内外で支援活動を行ってい

る機関・団体についての情報を提供しています。 

 

 

 

○　いじめを生まない、見逃さない意識の醸成 

三条市では、学園（中学校区）ごとに小中学生が一つの会場に集まり、絆を深めるため

の集会を開催しています。レクリエーションやいじめに関する動画の視聴、いじめをテー

マにしたグループでの話合い、ゲスト講師による講話など、趣向を凝らした活動をとおし

て、いじめを生まない、見逃さない意識の醸成に取り組んでいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

○　チーム対応・早期解決 

三条市では、「三条市いじめ防止等の基本的な方針」を策定し、いじめ防止やいじめ見逃

しゼロのための取組を推進しています。いじめ事案が発生した際には、チームとして対応

し、早期解決を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いじめ防止と早期解決のための取組

問題提起の動画視聴 小中学生グループでの話合い ゲスト講師による講話

「三条市いじめ防止等の基本的な方針」

「新潟県いじめ対応総合マニュアル」 
小・中学生編(改訂版)

中越教育事務所学校支援第２課生徒指導チーム作成「校内体制強化基本の『ほ』」より抜粋　

中越教育事務所徒指導チーム作成 
「校内体制強化基本の『ほ』」
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○　教職員向け研修会、会議の開催　※令和７年度開催計画 

・不登校・いじめ対応研修【年２回(５月、７月)】 

・不登校児童生徒への対応力向上研修【年１回(８月)】 

・不登校に関わる支援員研修【年２回(８、12 月)】 

・不登校児童生徒支援員会議【毎月１回】 

 

○　子どもたち、保護者向け啓発活動の充実 

・ネットトラブル防止教室【各学校で年１回】 

・生徒指導保護者講演会【年１回（７月)】 

・「いじめ防止」啓発リーフレットの配布【年１回(４月)】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　

不登校・いじめ対応力向上のための取組

不登校・いじめ対応研修の様子

三条市「いじめ防止」啓発リーフレット

三条市「いじめ防止」啓発リーフレット
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　三条市では、インクルーシブ教育システムの構築に向けて、通常の学級、通級指導教室、

特別支援学級などを有機的に連携させた連続性のある多様な学びの場を形成しています。

そして、全ての児童生徒が互いに認め合い、支え合いながら学校生活を送ることを目指し

ます。そのため、特別な教育的支援を必要とする児童生徒の自立と社会参加を見据え、「早

期からの一貫した支援」と「支援体制の充実」を推進しています。 
 

 

◯　早期からの支援 

三条市では、子どもの特性

等に早期に気付き、子どもの

状態に合わせた適切な支援

を行うことができるように、

市内の全年中児を対象に「５

歳児健康診査」を実施してい

ます。そして、特別な教育的支援を必要とする子どもに対しては、保健師等が継続的に関

わり、就学までのサポートをきめ細かく行っています。 

◯　保護者への理解啓発 

　市内の全年長児の保護者を対象に、小学校就学までの流れや相談のスケジュールなどを

示した「三条市就学相談リーフレット」を配布します。また、通常の学級や通級指導教室、

特別支援学級、特別支援学校で行なわれている教育活動や支援などを紹介する「特別支援

教育ガイダンス」を実施し、特別支援教育についての理解啓発を図っています。 

◯　就学期の引継ぎ 

　小学校入学に当たっては、保育園等と小学校が引継ぎ会を実施し、「個別

の発達支援計画」を基に、子どもの実態や有効な支援、配慮事項等について

情報を共有します。また、小学校入学後は、全小学校で、保健師や幼保小連

携推進員、指導主事等と、児童が在籍していた園の保育士等が学校を訪問

し、１年生の授業参観や児童の様子や有効な支援などについての情報交換

会を行います。 

　中学校入学に当たっては、児童が中学校生活に見通しをもてるように中学校特別支援学

級見学会を実施します。また、引継ぎ会で児童の実態等を中学校に丁寧に引き継ぎます。 

◯　「個別の教育支援計画」「個別の指導計画」の作成と活用※２【重点】 

　個別の教育支援計画及び個別の指導計画は、特別な教育的支援の必要な児童生徒一人一

人に対するきめ細やかな指導や支援を組織的・継続的かつ計画的に行うために重要な役割

を担っています。 
個別の教育支援計画の作成に当たっては、本人や保護者の願いや実態、特性等を踏まえ

て、長期的な視点から目標を設定します。特に、小学校入学に当たっては、三条市子育て

サポートファイル「すまいるファイル（ぱすのーと）※３」「個別の発達支援計画」等を活用

７　一人一人の教育的ニーズに応じた特別支援教育の充実

早期からの一貫した支援

学校訪問による情報交換
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し、児童の生育歴や発育・発達の状態、特性などを幅広く把握し、作成に生かします。そ

して、学校及び家庭、医療、福祉等の関係機関が役割を明確にし、就学前から就学時、さ

らには次の進学先まで引き継いでいくことで、切れ目のない支援に生かします。 
個別の指導計画は、個別の教育支援計画を踏まえながら、教育課程における目標や指導

内容、支援方法等を具体化するために作成します。教科や学期ごとに作成し、定期的に指

導の成果を評価しながら、指導の進め方や支援等について見直していきます。指導と評価

を繰り返すことによって、個々の児童生徒への適切な指導の充実を図り

ます。 

◯　校内委員会の充実と活用【重点】 

学級担任等の気付きを積極的に吸い上げながら、児童生徒の実態や教

育的ニーズを的確に把握し、適切な指導及び必要な支援を組織的に行え

るように、校内委員会の機能を十分に発揮させます。校内委員会は、校

長のリーダーシップのもと、特別支援教育コーディネーターが中心となり、定期的に開催

するだけでなく、必要に応じて会を設定し、具体的な対応策を検討します。その際、「誰が」

「いつまでに」「何を」「どのように行うか」「その評価をいつ行うか」等を明確にし、組織

的に対応します。 

 

 

　児童生徒一人一人の教育的ニーズに応じた適切な指導及び必要な支援が行えるように、

特別支援教育担当指導主事や心理相談専門員等が、学校や保護者、児童生徒を支えていま

す。主な取組は、次のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

研修による人材育成

・自立活動の指導や特別の教育課程の編成  
・学びのユニバーサルデザイン 
・問題行動への対応 
・進路指導　　　など

関係機関と連携した個別支援

子ども家庭サポートセンターや医療機
関、福祉事業所、児童相談所等と情報共有
や支援策の検討を行いながら 
支援します。

丁寧な教育相談

保護者や児童生徒、教職員の悩み等に対
して、電話相談、来所相談、訪問相談と様々
な相談方法で対応します。 
二次元コードからチラシを 

御覧ください。

充実した学校サポート

・校内委員会等への参加、助言 
・授業参観や心理検査等に基づく支援策

の提案 
・校内研修への講師派遣 
・就学に関わる相談　　　など

通級指導教室の設置 

通級による指導を受ける児童生徒が 
年々増えています。通級指導教室を計画的 
に設置し、必要な指導・支援を行います。 
【Ｒ８年度 設置状況】 

発達 11 教室（２新設） 
言語２教室　難聴１教室

特別支援教育に関わる支援体制の充実

参考資料 
 
※２　個別の教育支援計画・個別の指導計 

画作成と活用のためのハンドブック 
 
 
※３　すまいるファイル（ぱすのーと）
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　学校教育を担う教職員が自らの力を高め､その力を発揮できる環境を整えるため、学校教

育を支える基盤の維持、強化に取り組んでいます。　 

                                 　　　　　　　  

新潟県小中学校等統合型校務支援システムに参加する県内の自治体が統一のデータベー

スで運用するため、教職員及び児童生徒が参加自治体内で異動が生じた際にも、データが

適切に連携され、職員の負担軽減と切れ目のない支援が可能です。 

また、教職員用端末の１台化により、校務系データと学習系データを１台の端末で扱う

ことができ、作業効率の向上と情報処理系統の一本化を図ります。職員室以外の場所から

もアクセス可能なため、教職員間の情報共有がこれまでよりも容易になります。このよう

な環境を生かし、校務 DX を進めていきます。今後、参加自治体の増加や機能の追加が予定

されており、更なる校務の効率化が期待されます。 

 

三条市では多様なスタッフを学校に配置又は派遣しています。 

また、さまざまな教育施設と連携し、チームで児童生徒を支えて 

います。 

○　学校に配置・派遣しているスタッフ　　　 

 職　名 業　務　内　容
 小中学校講師 三条市の小中一貫教育を円滑かつ効果的に推進するため、

学園に１人ずつ配置しているスタッフです。児童生徒の学習

指導、生徒指導等を行います。
 不登校児童生徒支援員 教室に入ることが難しい児童生徒の悩みに寄り添い、相談

や環境調整、学習指導等を行います。
 特別支援サポーター 特別な教育的支援を必要とする児童生徒の学習支援や学校

生活のサポートを行います。

 外国語・帰国子女支援員 日本語指導が必要な外国人や帰国子女の児童生徒が在籍す

る学校へ出向き、日本語の指導と学校生活支援、心のケアを

行います。
 スクール・サポート・スタ

ッフ（SSS）

教員が児童生徒への指導や教材研究に注力できる体制を整

備するために、教職員の業務を補助します。

 不登校対策スクール・サ

ポート・スタッフ

校内教育支援センター（SSR）での児童の見守りや対応に

係る教員の業務補助等を行います。

 校内教育支援センター

（SSR）支援員　

校内教育センター（SSR）を拠点として、不登校傾向のあ

る児童に対して学習支援や相談等を行います。

 ICT 支援員　 
株式会社ベネッセコーポレーションから派遣

各学校を月２回程度訪問して ICT を活用した授業推進の支

援をします。

 外国語指導助手（ALT）、 
国際理解教育推進協力員（CIR）

英語によるコミュニケーション能力向上を目的に、英語の

授業や外国語・外国語活動を支援します。

８　学校教育を支える基盤の維持、強化

新潟県小中学校等統合型校務支援システムの活用

三条市の学校を支える多様なスタッフ・施設

【重点】
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○　学校外から学校を支えているスタッフ　　　　 

○　学校以外の教育施設 

 

 

○　三条市子ども・若者総合サポートシステム　　　　 

虐待やいじめ、不登校、発達障がい、引きこもりなど、様々な問題で支援を必要として

いる子ども・若者に対し、三条市には、乳幼児から就労に至るまで（０才から 25 才くらい

まで）継続的かつ総合的な支援を行う「三条市子ども・若者総合サポートシステム」があ

ります。乳幼児期から就労・自立に至るまで、「切れ目なく一貫して」「個に応じた必要な

支援」を総合的に受けられるようにするため、市（子育て支援課　子ども家庭サポートセ

ンター）がその情報を可能な限り集約・一元化するとともに、関係組織・機関と連携して

支援体制づくりを行うことにより支援する仕組みです。  

Ｑ　どんな人が対象になるの？ 

Ａ　「ほかの子と比べて発達が遅いのでは…」「進学したら学校に行かなくなってしま

った…」「子どもとの関わりがわからない…」「子育てが不安…誰か助けて…」などの

何らかの継続した支援を必要としている子ども（保護者）・若者が対象です。 

 職　名 業　務　内　容
 部活動指導員 部活動の練習や大会などで技術指導・生徒引率、部活動中

の生徒指導などを行います。
 部活動指導補助者 部活動で、顧問とともに指導を行います。

 教育活動補助員（スクー

ルアシスタント）

学校・家庭・地域との連携を図り、学校における教育活動

を補助します。

 職　名 業　務　内　容
 スクールソーシャルワー

カー（SSW）

児童生徒が抱えている問題に対して、保護者や教職員、関

係機関と連携しながら解決に向けて支援を行います。
 心理相談専門員 心理検査の実施や学齢期の子どもの発達や学習に関する保

護者の相談や本人の相談に対応します。

 施　設　名 施　設　の　紹　介

 三条市教育支援センター 
（ふれあいルーム） 

 
＊ 18 ページ参照

不登校で学校に登校できない児童生徒（義務教育対象年齢

にある者）が在籍校に復帰できるように、社会性や自主性の

育成を行います。 
また、家庭に引きこもっている児童生徒の家庭訪問による

相談、社会性の育成や児童生徒、保護者、教員のカウンセリ

ングも行っています。
 三条市立 

科学教育センター 
＊ 26 ページ参照

児童生徒の科学的思考力・創造力と探究力の育成のため、

「まちやま理科学習」「科学教育推進」「理科教員研修･物品貸

出」「市民向けイベント」の４つの事業を行っています。

 三市南蒲地域視聴覚ライ

ブラリー

三条市、加茂市、見附市、田上町の共同執務による教育施

設で、充実した教育活動が行われるように視聴覚教材、機器

の貸出しや各種講習会の開催などを行っています。

児童生徒や家庭を支える三条市のシステム
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Ｑ　システムを利用するメリットは？ 

Ａ　困り感を抱えた子ども・若者に必要な支援を検討し、その支援が途切れないよう三

条市が支援に関わる関係組織・機関と連携・調整を行い支援体制を構築します。 

Ｑ　子ども・若者総合サポートシステムに登録したいときは？ 

Ａ　関係機関と情報共有を行い支援体制を構築するため、個人情報を取扱うことにつ

いて本人の同意を得る「登録」を行います。こうした本システムの趣旨

について御理解いただいた上で、現在主に相談やサポートをしている機

関まで、システムへの登録を希望することをお伝えください。 

 

 

○　三条市児童発達支援センター 

特別な教育的支援が必要な子どもの健全な発達を支えるため、子ども家庭サポートセン

ター内に「三条市児童発達支援センター」を設置し、未就学児を対象に療育支援を実施し

ます。また、障がい児福祉サービス事業のほか、地域支援事業、家族支援事業、学校にお

ける作業療法士等による支援※４を実施し、技術的な助言を実施する地域の中核機関として、

地域全体の支援力の向上を図っていきます。 

 

※４　学校における作業療法士等による支援は、作業療法士等が小学校に出向き、学習面や生活面で不安

を抱えている児童に対し、教職員と一緒に学校生活がより改善するための支援を考える事業です。

三条市子ども若者総合システム

ラ イ フ ス テ ージに応じ た切れ目のない一貫し た支援

就学時健診

各保育所(園)等

妊娠・

出産期
乳児期 幼児期 学童期 青年期

（７歳） （15歳） （18歳）（０歳）

子育て支援課　子ども家庭サポートセンター　　　（青少年育成センター（青年期））

学校教育課

妊婦健診 乳幼児健診

適応指導教室

三

条

市

養育支援訪問

こんにちは赤ちゃん訪問

青少年相談
伴走型相談支援

教育相談子どもの発育・子育て相談

学校健診

各高校

各小中学校

子どもなんでも相談 LINE

通級学級

相談支援事業所、通所支援事業所等

警　察

特別支援学校

サポステ、ハローワーク

児童相談所

医療機関

年中児発達参観

子ども発達ルーム

家庭児童相談、虐待相談

市関係部署（地域包括ケア推進課、福祉課、健康づくり課等）

【新規】
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（１）子どもの科学教室　　 
対象…小学校５・６年生、中学 1 年生 

　身近な自然現象から科学の目と探究心を育て

ます。「物理」「化学」「生物」「地学」「星空」

に関する５つの教室を開設し、 
生物では大崎山の植物や昆虫 
等を調べたり地学では化石の 
採取に出かけたりします。 

（３）わくわく科学フェスティバル 
対象…児童生徒中心に広く参加者を募集 

　体験や科学工作等を通して、子どもたちの好

奇心を育てます。市内外の企業や学校等にブー

スを出展してもらいます。化石 

のレプリカを作ったり、面白実 

験をしたり様々な体験ができる 

イベントを開催しています。 

（４）科学ゼミナール　　　対象…中学生 
　自然科学の最先端の研究に携わる専門家等に

よる講演会を開催しています。専門家の生き方

に触れながら科学への関心を高め、自分の将来

や生き方について考える機 

会としています。市内の中 
学校で、年に３校ずつ順番 
に実施しています。 

（２）科学・模型工作教室　　　 
対象…小学校５・６年生、中学 1 年生 

　創作活動を通して、科学の目と創造力を育て

ます。年に６回、土曜日の午 
前中にまちやまサイエンス 
ホールで「光る星座盤」や 
「３Dミラーボックス」等 
を作製します。 
 

　 

児童生徒の科学的思考力や創造力を育成するとともに、それを支える教員の理科指導力
の向上を図るため、令和４年７月に図書館等複合施設「まちやま」に科学教育センターを
設置しました。大型実験ショー等を行うことができる「サイエンスホール」、観察や実験を
行うことができる「サイエンスラボ１・２」を備えています。 
　科学教育センターでは「教員向け研修」や「まちやま理科 
学習」に加えて、「科学教育推進事業」や「市民向けイベン 
ト」を行っています。 
 

○　科学教育推進事業 

科学的な体験を楽しむことで理科好きな児童生徒を育てたり、自然事象への興味・関心、

探究心を高め、学習意欲の向上を図ったりするため、科学教育を推進しています。児童生

徒自身で問題解決ができるよう、体験活動や製作活動を重視した次の４つの事業を中心に

実施しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　　 

 
※(1)～(3)は教職員研修として、希望する先生方からサポートしていただいています。 

○　市民向けイベント 

三条市民等の科学教育への興味関心を高めることを目的に、市民向けのイベントを実施

しています。令和８年度は「プラネタリウム上映会」や「サイエンスショー」などを予定

しています。 

【令和８年度実施予定　市民向けイベント】　 

 

 

 

 

 

 

９　地域の学びの場の充実

科学教育センター

図書館等複合施設「まちやま」

プラネタリウム上映会
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令和６年３月に策定した「三条市中学校の部活動の地域クラブ活動への移行に関する基

本方針」に基づき、少子化の中でも将来にわたって生徒がスポーツ・文化芸術活動に継続

して親しむことができる機会の確保のため、新たな活動環境の整備を進めています。 
三条市立学校で休日に活動している部活動は、スポーツ９種目と吹奏楽です。休日につ

いては、令和５年度に柔道、軟式野球、陸上競技を、令和６年度にバレーボール、剣道、

ソフトテニスを、令和７年度にバスケットボール、サッカー、卓球の休日の地域クラブ活

動を開始しました。 
吹奏楽については、令和５年度から希望する学校の部活動に、三条市吹奏楽団が指導者

を派遣しています。吹奏楽以外の文化芸術活動の受皿として、市 
の生涯学習課が運営している「わくわく文化未来塾」があります。 
市内在住・在学の小学生から高校生までが参加可能で、書道や絵 
画、百人一首など、全 25 の講座を開設しています。令和７年度は 
30 人以上の中学生が参加しました。 

平日については、令和５年度に設置した「三条市中学生の地 
域クラブ活動推進委員会」で広く意見を求めながら、順次環境 
を整えていきます。また、地域展開に関する情報は保護者向け 
の説明会や、「地域クラブ活動通信」等で、周知を図ります。 

今後の地域展開のスケジュールは次のとおりです。ただし、 
種目ごとに蓄積された経験値が異なるため、すべての種目にお 
いて時期をそろえることは難しい状況となっています。 

 
　 
 
 
 

　　 

 
 

 

 

 

　 

　三条市では「子どもの学び場」として、公共施設を無料開放しています。夏季休業、冬

季休業の期間も利用することができます。 

 

　 

 

　　　　

部活動の地域展開

三条市　部活動地域展開スケジュール
地域クラブ活動通信

子どもの学び場

子どもの学び場


